
 

 

 

 

 

 

公募型プロポーザル実施要領 
～宿泊客誘致キャンペーン業務～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月 

西尾市交流共創部観光文化振興課 
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 宿泊客誘致キャンペーン業務を実施するにあたり、事業を効果的かつ効率的に

実現するため、公募型プロポーザル方式により提案を募集し、最優秀提案者の選

定を行う。  

 

１  業務概要等  

 

１  委託業務名  

 宿泊客誘致キャンペーン業務  

 

２  目的  

  エネルギー・原材料価格等の高騰により、影響を受けている宿泊事業者を支

援する。宿泊事業者が、割引後の価格で宿泊プランを提供し、後日、市から割

引相当額を補填することで、旅行意欲を喚起させる。  

また、大型のスポーツイベントであるアジア・アジアパラ競技大会やにしお

マラソンにおいて、参加する選手やスタッフ等大会関係者、観戦者など、外国

人を含む市内宿泊客を誘致するなど、宿泊事業者の負担軽減、収益強化、リピ

ーター確保などにつなげる。  

 

３  契約期間  

 契約締結の日から令和９年２月 26 日（金）まで  

 

４  業務場所  

 西尾市内及び受託事業者の指定する場所  

 

５  委託料の上限額  

 14,000 千円以内とする。（消費税及び地方消費税を含む。）  

 うち、宿泊キャンペーンで宿泊事業者に支払う支援金額は 9,000 千円（2,000

円×4,500 件）以上とする。  

 

６  業務概要  

 別紙仕様書のとおり。  
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２  応募要領等  

１  参加資格  

プロポーザルに参加できる者は、本委託業務を効果的かつ効率的に実施できる

法人であり、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。  

⑴  公告日において、令和８・９年度西尾市入札参加資格者名簿(物品等)の大分

類「03.役務の提供等」中分類「13.旅客業」小分類「01 旅行」に登録されて

いる者であること。  

⑵  地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当していないこと。  

⑶  民事再生法の規定により再生手続開始の申し立て中又は再生手続き中でな

いこと。  

⑷  会社更生法の規定による更生手続開始の申し立て中又は更生手続中でない

こと。  

⑸  国税及び地方税を滞納していないこと。  

⑹  西尾市競争入札参加停止措置要綱に規定する入札参加停止措置を受けてい

ないこと。  

⑺  業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合に

おいて、これらを受けていること。  

⑻  西尾市が行う調達契約からの暴力団排除に関する要綱による排除措置を受

けていないこと。  

   

２  スケジュール  

１  公募型プロポーザル実施要領の公開（西尾市の

ホームページに掲載する）  

５月７日（木）  

２  事業実施に係る質問受付期日  ５月 14 日（木）  

３  質問回答期日  ５月 18 日（月）  

４  参加申込書の提出期日  ５月 20 日（水）  

５  企画提案書の提出期日  ５月 26 日（火）  

６  企画提案書プレゼンテーションの開催  ６月１日（月）  

７  審査結果通知（予定）  ６月２日（火）  

８  契約締結日（予定）  ６月 8 日（月）  

 

３  実施要領に関する説明会  

事前説明会は開催しない。質問等がある場合は、質問受付期間内に質問書を

提出すること。  
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４  参加手続き等  

⑴  公募型プロポーザル実施要領の公開  

公募型プロポーザル実施要領は、令和８年５月７日（木）に西尾市のホー

ムページにて公開する。  

 

⑵  参加申込書の提出  

ア  提出書類（各１部提出）  

①参加資格申請書(様式第１号) 

②事業者概要書(様式第２号又は会社等概要パンフレット) 

③許認可証等の写し（必要な場合のみ）  

イ  提出期限  

令和８年５月 20 日（水）午後４時まで  

ウ  提出場所  

 西尾市役所  交流共創部  観光文化振興課  

 愛知県西尾市寄住町下田 22 番地   

西尾市役所４階（kanko@city.nishio.lg.jp）  

エ  提出方法  

持参、郵送又はメールのいずれか（必着）  

※持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後４時まで

とする。  

     

⑶  参加資格の確認  

     参加申込書の提出があった事業者については、参加資格の要件を確認し、

参加資格確認通知書により確認結果を通知する。  

 

⑷  事業実施に係る質問受付  

ア  質問受付期間  

実施要領公開後、令和８年５月 14 日（木）午後５時まで  

イ  質問方法  

質問票（様式第３号）をメールで提出すること。なお、電子メールの件

名は、「質問書（宿泊客誘致キャンペーン）」とする。  

ウ  E メールアドレス  

kanko@city.nishio.lg.jp 

エ  回答  

質問に対する回答は、令和８年５月 18 日（月）午後５時までに市のホ

ームページに掲載する。また、回答書に記載した内容は、実施要領の追

加又は修正として取扱うこととする。  

 



 

 

4 

 

⑸  企画提案書の提出  

 参加資格確認通知書により、参加資格を認められた場合は、下記のとおり

企画提案書等を提出することとする。  

 

ア  提出書類  

①企画提案書（様式第４号）  

②実施体制(様式第５号) 

③過去３年間の同種又は類似業務の受注実績(様式第６号)  

④業務工程計画(様式第７号) 

⑤見積書(任意様式) 

⑥企画概要書(任意様式) 

10 部（正１部  副９部）及び上記の電子データ一式  

イ  提出期限  

令和８年５月 26 日（火）午後４時まで  

ウ  提出場所  

参加申込書の提出場所と同じ  

エ  提出方法  

持参又は郵送（必着）及びメール（kanko@city.nishio.lg.jp）  

※電子データ一式については、メールにて提出すること。  

    ※持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後４時ま

でとする。  

   オ  その他  

企画提案書プレゼンテーションでパソコン等の使用を希望する場合は、

必ず企画提案書の提出時に申し出ること。  

 

⑹企画提案書プレゼンテーションの開催  

ア  開催日  

 令和８年６月１日（月）  

プレゼンテーションについては、原則参加申込書の受付順に実施するも

のとし、日時等の詳細については、参加申込書の提出があった事業者に

連絡することとする。時間・開催場所等の詳細は令和８年５月 26 日（火）

午後５時までにメールで通知する。なお、日程の変更は不可とする。  

イ  開催場所  

西尾市役所  本庁舎  

ウ  出席者  

１社３名以内  

     エ  説明時間   

概要説明 20 分以内、質疑 10 分程度  
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オ  その他   

企画提案書プレゼンテーションは、提出された企画提案書に基づいて行

うものとし、追加資料は認めない。  

 

５  参加辞退  

  参加申込書の提出後又は企画提案書の提出後、応募者の都合により参加を辞

退することになった場合は、速やかに書面により市へ報告すること。  

 

６  委託契約等  

⑴  市は、審査で決定した最優秀提案者と所定の手続きを経たうえで、当該業務

の委託契約を締結する。  

⑵  市は、審査で決定した最優秀提案者と交渉のうえで契約が不調に終わった場

合は、次点の提案者を交渉相手とする場合がある。  

⑶  契約に当たっては、契約書を交わすこととする。  

⑷  委託内容は、締結される業務委託契約書によるものとする。  

⑸  契約額は、企画提案書に記載された見積額がそのまま採用されるのではなく、

最優秀提案者との協議により業務仕様書を確定した後に決定するものとす

る。ただし、この場合、原則として、企画提案書に記載された見積額を超え

ることは認めないものとする。  

⑹  契約保証金は、西尾市契約規則（昭和 39 年西尾市規則第 29 号）第 29 条の

規定により契約金額の 100 分の 10 以上を納付することとする。ただし、同

規則第 31 条各号のいずれかに該当する場合は免除する。  

⑺  当該業務を進めるに当たり、選定された企画提案書の内容に限定されること

なく、交渉相手と協議のうえで変更することができるものとする。  

⑻  成果物等については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する

こと。なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申し立てを受けた時には、

受託者の責任（解決に要する一切の費用負担を含む。）において解決するこ

と。  

⑼  成果物の著作権その他権利は、市に帰属し、市が二次使用することがあるも

のとすること。  

 

７  その他  

⑴  必要に応じ、追加資料の提出を求める場合がある。  

⑵  提案に要する経費は、各応募者の負担とする。  

⑶ 提出された企画提案書は返却しないものとする。ただし、このプロポーザルに

係る審査及び事務処理以外には利用しないものである。  

⑷  企画提案書等の応募書類について、西尾市情報公開条例（平成 13 年西尾市

条例第 20 号）の規定による請求に基づき、第三者に開示する場合がある。 
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⑸  参加申込書、企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、失格とする。  

⑹  参加申込書、企画提案書等の受理後の差し替え及び追加・削除は原則として

認めないものとする。  

⑺  その他定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係

法令並びに西尾市が制定する関係条例、規則等に従うものとする。  

 

８  連絡先  

  〒445－8501 愛知県西尾市寄住町下田 22 番地  

  西尾市交流共創部観光文化振興課  

  ＴＥＬ：0563－65－2169（直通）  

メールアドレス：kanko@city.nishio.lg.jp 
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Ⅳ   審査方法及び評価基準 

 

１  委託先の選定方法等  

⑴  選定方法  

提出された企画提案書類のみを使用して、プレゼンテーション審査を行う。

プレゼンテーションにデモ機等を使用する場合は、企画提案書の提出時に

申告し、許可を得ること。なお、審査は非公開で行い、審査の経過等に関す

る問い合わせには応じない。  

応募者が１社の場合であっても、プレゼンテ－ションを実施するものとし、

審査の結果、提案内容が審査基準を満たしていると認められた場合には、

その応募者を受託候補者として選定する。  

 

⑵  審査方法  

  受託候補者の選定方法は、以下のとおりとする。  

  ア  各選定委員が評価した評価点の合計が高いものから順位をつけ、第  

１位と採点した委員を最も多く獲得した者を受託候補者、２番目に多

く第１位を獲得した事業者を次点者とする。  

  イ  第１位と採点した委員が同数である場合は、その者のうち第２位をよ    

り多く獲得したものを受託候補者とする。ただし、第１位の数及び第

２位の数が同数であった場合は、各選定委員の評価点の合計を集計し

た点数が高い者を受託候補者とする。  

  ウ  第１位及び第２位の数が同数並びに各選定委員の評価点の合計が同

点である場合は、見積額の低い者を上位とする。ただし、見積額も同

一の場合は、選定委員会の採決により選定する。  

  エ  事業者が１者の場合であっても企画提案書の審査を実施し、獲得した

点数の合計が著しく低い場合又は各項目において著しく低い点数が

ある場合を除き、この事業者を受託候補者とする。  

  オ  各選定委員の平均評価点が選定委員会で定めた最低基準点（60 点（総

得点 100 点の 60％））に満たない場合は、受託候補者及び次点者に選

定しない。  

 

⑶  １次審査（書類審査）  

応募者数が４社を超えた場合は、事務局職員による１次審査（書類審査）

を実施し、上位４社を選考する。（１次審査の順位は２次審査には関係しな

い。）  

なお、応募者が４社以下の場合でも、提出書類に不備等があった場合又は

本要領２  応募要領等１参加資格の要件を満たさない場合には失格とする。 

 



 

 

8 

 

２  審査結果  

  令和８年６月２日（火）にメールで通知するものとともにホームページで公

表する。（予定）  

  なお、審査結果について、理由や点数等の照会、異議申し立ては受け付けな

い。  
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企画提案書評価基準  

 

１  評価項目及び配点等  

評価項目  評価内容  配点  

業務遂行能力  

実施体制  

会社概要・実施体制  

・業務遂行に必要な知識、経験、スキルを有し十分な能力が

ある  

・業務を円滑に実施するための実施体制となっているか。  

・業務実施に必要なスキルや実務経験を持った人員が配置

されているか。  

15 

トラブル対応  

・想定されるトラブルに対応できる体制がとれているか。  10 

業務の処理能力

及び手法等  

システム構築及び予約サイトの運営  

・利用状況を適切に管理できる提案であるか。  

・サイトのイメージは、キャンペーンの趣旨が伝わりやすい

ものになっているか。  

・利用者にとって、システム起動から宿泊予約完了までの

操作が簡易で扱いやすいものとなっているか。  

20 

宿泊事業者募集、問い合わせ対応  

・客室募集から支払いまでの流れが、宿泊事業者の負担を考

慮したスキームとなっているか。  

・宿泊事業者を最大限確保するための方法であるか。  

・宿泊事業者、利用者からの問い合わせに適切な対応が実施

できる提案であるか。  

・利用者の消費促進を促す工夫がされた提案であるか。  

15 

データ管理  

・データを適切に管理できる提案であるか。  

・データを発注者に対して、スムーズに提出できる提案で

あるか。  

5 

アンケート実施  

・キャンペーンの効果を検証できるアンケート方法である

か。  

5 

小計  70 

価格点  (提案価格のうち最低価格／貴社の提案価格 )×配点 (20 点) 20 

市内企業  西尾市に本社、支店営業所等を有する者  5 

業務実績  同種・類似業務の実績がある  5 

小計  30 

合計  100 
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２  配点基準  

市内企業  西尾市に本社、支店営業

所等を有する者  

市内に本社がある  ５点  

５点  
市内に支店、営業所がある  ３点  

上記外で市内在住者を雇用する  ２点  

上記以外  ０点  

 

業務実績  過去３年間にお ける 同

種・類似業務の実績があ

る（R５～７年）  

実績が３事業以上ある  ５点  

５点  
実績が２事業ある  ３点  

実績が１事業ある  ２点  

実績がない  ０点  

 

その他  ５段階  配点  

優れている  20 点  15 点  10 点  ５点  

やや優れている  16 点  12 点  ８点  ４点  

標準  12 点  ９点  ６点  ３点  

やや劣っている  ８点  ６点  ４点  ２点  

劣っている  ４点  ３点  ２点  １点  

 


